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CLIP1
宮崎市からのお知らせ市政CLIP

花
の
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
ま
せ
ん
か

　
市
で
は
「
太
陽
と
緑
と
大
地
の
ガ
ー

デ
ン
シ
テ
ィ
ー
　
み
や
ざ
き
」
を
目
指

し
、
毎
年
花
の
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ク
ー

ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個
人
で
の
取

り
組
み
や
、
地
域
で
の
活
動
を
応
募
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
自
薦
、
他
薦
は
問
い

ま
せ
ん
。

　
本
年
度
の
主
な
市
税
の
納
期
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
納
付
書
で
納
め
る
人
は
、
納
付
書
を
持

参
し
、
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
納
税
管
理

課（
第
三
庁
舎
3
階
）、
国
保
収
納
課（
第

二
庁
舎
１
階
）、
総
合
支
所
、
地
域
セ
ン

タ
ー
で
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

バ
ー
コ
ー
ド
が
付
い
て
い
る
納
付
書
は
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
納
付
書
に
は
取
扱
期
限

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
送
付
さ
れ
る
納
付
書
の
裏
面

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
は
、
納
期
限
の
日
が
振
替
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
軽
自
動
車

税
の
振
替
日
は
5
月
20
日（
金
）と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
税
の
納
付
が
遅
れ
る
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
に
は
、「
市
税

に
滞
納
が
な
い
こ
と
」
が
条
件
に
な
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
市
営
住
宅
へ
の
入
居
、
競
争
入
札
参
加
資
格
な
ど
、

計
68
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
受

益
と
負
担
の
公
平
性
の
確
保
の
た
め
の
措
置
で
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
問
﹈
景
観
課　
☎
21
ー
1
8
1
7
、
F
A
X
21
ー
1
8
1
6

CLIP2
市
税
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

CLIP3
市
税
の
納
め
忘
れ
が

あ
る
と
き
は
、

す
ぐ
に
納
付
を

〜
平
成
28
年
度
市
税
納
期
の
お
知
ら
せ
〜

﹇
問
﹈納
税
管
理
課（
☎
21
ー
1
7
4
1
、F
A
X
21
ー
1
7
4
7
）

　

   

ま
た
は
国
保
収
納
課（
☎
21
ー
1
7
4
4
、F
A
X
42
ー
8
7
5
7
）

﹇
問
﹈納
税
管
理
課　
☎
21
ー
1
7
4
1
、

      

F
A
X
21
ー
1
7
4
７

■
募
集
期
間
／
4
月
1
日（
金
）〜
6
月
10

日（
金
）

■
対
象
／
市
内
在
住
の
個
人
、
団
体
、
学

校
■
申
し
込
み
／
応
募
用
紙
に
、
過
去
1
年

以
内
に
撮
影
し
た
左
記
応
募
対
象
の
写

真
を
添
付
し
、
直
接
、
景
観
課（
第
二

庁
舎
７
階
）、総
合
支
所
、地
域
セ
ン
タ
ー

へ
。景
観
課（
〒
8
8
0
ー
８
５
０
５
、

住
所
不
要
、30keikan@

city.m
iyaz

　

aki.m
iyazaki.jp

）へ
の
送
付
も
受
け
付

け
ま
す
。

※
応
募
用
紙
は
、
景
観
課
、
総
合
支
所
、

市
内
の
園
芸
店
に
置
い
て
い
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

　
市
内
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
愛
好
家
や
企

業
団
体
の
庭
を
紹
介
す
る
、
春
の
見
学

会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
5
月
2
日（
月
）9
時
〜
16
時

■
場
所
／
市
内
の
個
人
宅
や
施
設
な
ど

■
対
象
／
市
内
在
住
の
人

■
定
員
／
40
人

■
料
金
／
5
0
0
円

■
持
参
す
る
も
の
／
昼
食

■
申
し
込
み
／
往
復
は
が
き
に
、
参
加
者

全
員（
1
枚
に
つ
き
2
人
ま
で
）の
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、

4
月
20
日（
水・必
着
）ま
で
に
N
P
O

法
人
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン 

サ
ン
フ
ラ

ワ
ー
宮
崎（
〒
８
８
０
ー
０
０
５
１
、
江

平
西
１
ー
５
ー
11
ー
１
０
４
）へ
。
多
い
と

き
は
抽
選
。

﹇
問
﹈N
P
O
法
人
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン 

サ
ン

フ
ラ
ワ
ー
宮
崎　
新
名
さ
ん（
☎
29
ー

　
　
2
6
7
0
）ま
た
は
景
観
課（
☎
21
ー
１

８
１
７
、F
A
X
21
ー
１
８
１
６
）

オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン

市
民
見
学
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

※個人部門の「アプローチの部」は、公共の場所から見ることのできる場所(アプ
ローチなど)のみが対象 (一般の部とアプローチの部への同時応募は不可)。
※花づくり・庭づくりなどを仕事とする事業者が営利を目的として行った花の植栽
や庭、維持管理の大半を造園業者が行っているものについては対象外。

平成27年度個人部門一般の部 優秀賞 堀内理美子さんの庭

［応募対象］

応 募 内 容部 門

道路沿いの塀、生け垣や庭、バルコニー、テ
ラス、窓、壁、農用地などの場所での個人の
取り組み

個人住宅の前庭や生け垣、アプローチ部分な
どで、道路などの公共の場所から見える部分
に限った場所での個人の取り組み

事業所の事業主やその従業員などによる、レ
ストラン、喫茶店、商店、オフィスビル、工場
などの商工業施設での花と緑の取り組み

学校や幼稚園など教育機関での、花や緑の植
栽活動や取り組み

ボランティア団体や自治会などによる、街路・道
路、公園、集合住宅周辺などの地域の活動や、
病院、駅、公共性の高い施設などでの取り組み

個
人
部
門

一般の部

アプローチの部

企業部門

学校部門

地域活動部門

税目

固定資産税
（都市計画税）

市・県民税
（普通徴収）

軽自動車税

国民健康保険税

納期限 月

日

4 5

1期

全期

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

31
（火）

30
（木）

8/1
（月）

31
（水）

30
（金）

31
（月）

30
（水）

1/4
（水）

31
（火）

28
（火）

31
（金）

景
観
課 

主
任
主
事 

中
村
真
理
子

納
税
管
理
課 

主
事

藏
田 

香
織

く
ら　
た

毎年好評で、
とても

楽しい見学会
ですよ。

納期限内の納税に
ご協力をよろしく
お願いします。

M IN I  C L I P

　県民税均等割が課税されている
人に対して、森林環境税(年額500
円)が課税されていますが、課税期
間を平成32年度まで5年間延長す
ることになりました。
　宮崎の豊かな森林を次世代に引
き継ぐため、ご理解とご協力をお
願いします。

森林環境税の課税期間を
延長します

［問］市民税課(☎21-1748、FAX38-9557)
　　または県環境森林課(☎26-7153、FAX
　　26-7311)




